
令和６年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
障害者支援課  

１　施設の概要等 

 

２　施設利用状況 

 

 

 施 　 設 　 名 広島県聴覚障害者センター

 所 　 在 　 地 広島市南区皆実町一丁目６－２９

 
設 置 目 的

聴覚障害者の自立及び社会参加を促進するため、身体障害者福祉法に規定する聴覚障害 
者のための情報提供施設として設置。

 
施 設 ・ 設 備

ビデオ等製作室、試写室、研修室兼会議室、交流スペース、情報提供スペース、相談室、多

目的室、運営事務室等

 
指 定 管 理 者

2 期目 R 3.4.1～R8.3.31 （一社）広島聴覚障害者協会

 1 期目 H29.1.5～R3.3.31 （一社）広島聴覚障害者協会

 

利用 
状況

年度
目標値 

[事業計画]
入場者数 対前年度増減

対目標値増減 
（達成率）

 

2 期

R6 14,000 人 12,870 人 △2,376 人
△1,130 人 
（91.9％）

 
R5 13,500 人 15,246 人 △3,133 人

1,746 人 
（112.9％）

 
R4 13,100 人 18,379 人 3,850 人

5,279 人 
（140.3％）

 
R3 12,700 人 14,529 人 3,179 人

1,829 人 
（114.0％）

 

１期

R2 12,300 人 11,350 人 △5,987 人
△950 人 

（92.3％）

 
R1 11,900 人 17,337 人 2,196 人

5,437 人 
（145.7％）

 
H30 11,500 人 15,141 人 2,518 人

3,641 人 
（131.7％）

 
H29 10,000 人 12,623 人 －

2,623 人 
（126.2％）

 
H28(※) 1,000 人  3,404 人 －

2,404 人 
（340.4％）

 
－ 2,943 人 － －

 
H27（導入前） －  2,943 人 － －

 

増減 
理由

昨年度は 10 月から２月にかけて、入居している建物工事の影響で暖房設備が使えず、貸会議

室等の利用が減少したうえ、その間の通年イベントの開催も見送ったことから、利用者が前年度

から減となり、目標値を下回った。 

※29 年１月に開設したため、年間を通じた運営は 29 年度が初年度となる。 

28 年度は１～３月分。なお、４～12 月分（指定管理導入前）の利用者数は 2,068 人。



３　利用者ニーズの把握と対応 

 

４　県の業務点検等の状況 

 

５　県委託料の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

 

 

調査 
実施 
内容

【実施方法】 【対象･人数】

 
施設利用者へのアンケートなどによりニ

ーズ把握
来館者、利用者等

 【主な意見】 【その対応状況】

 
行事や講演会等について周知をしていた

だきたい。

センターの広報誌、ＨＰ、Facebook 等を活用し周知

するとともに、関係団体等にも協力を求め、周知を行

った。

 項　目 実績 備　考

 

報告書

年度 ○ 事業実績報告書、収支決算書

 月報 ○ 管理運営業務実績報告書

 日報（必要随時） ―

 

管理運営会議（毎月）

【特記事項等】 
　・センター職員による月例会議を県職員も参加して実施。 
【指定管理者の意見】 
　・事業の進捗状況を確認し、事業計画書に基づいた管理運営を行った。 
【県の対応】 

・事業実施及び管理運営状況について、適切に管理運営が実施されてい

ることを確認した。

 
現地調査（毎月の他、随時）

 

県委 
託料 

（決算額） 

年度 金額 対前年度増減

料金

収入 
（決算額） 

年度 金額 対前年度増減

 

２期

R6 26,985 357

該当なし

 R5 26,628 51

 R4 26,577 726

 R3 25,851 2,016

 

１期

R2 23,835 440

 R1 23,395 △10,108

 H30 33,503 0

 H29 33,503 －

 H28 4,871 －

 28（導入前，通年） 
27（導入前）

7,952 
4,118



６　管理経費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

　※　自主事業：指定管理者が自らの責任で、更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業 
 
 

 

 項 　目 R6 決算額 R5 決算額 前年度差 主な増減理由等

 

委 
託 
事 
業

収 
 

入

県委託料 26,985 26,628 357 物価高騰に伴う増

 
料金収入 0 0 0

 
その他収入 75 86 △11

 
計(Ａ) 27,060 26,714 346

 

支 
 

出

人 件 費 12,291 12,950 △659 常勤職員の変更等による給与費の減

 
光熱水費 1,707 1,851 △144 暖房設備が使えないことによる減

 
設備等保守点検費 2,158 2,096 62

 
清掃・警備費等 0 0 0

 
施設維持修繕費 0 0 0

 
事務局費 3,534 2,447 1,087 消耗品費の増

 
その他 7,370 7,370 0

 
計(Ｂ) 27,060 26,714 346

 
　　 収支①(Ａ-Ｂ) 0 0 0

 
自 
主 
事 
業 

（※）

収　入(Ｃ) 525 808 △283
（一社）日本財団電話リレーサービス
普及啓発員事業の委託金の減  

支　出(Ｄ) 525 808 △283

 
収支②(Ｃ-Ｄ) 0 0 0

 
合計収支（①+②） 0 0 0



７　管理運営状況 
 

項目
指定管理者 

（事業計画、主な取組、新たな取組など）
県の評価

 

施
設
の
効
用
発
揮

○施設の設置目 
的に沿った業 
務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○業務の実施に 
よる、県民サ 
ービスの向上 

 
 
 
○業務の実施に 
よる、施設の 
利用促進 

 
○施設の維持管 
理　

ホームページへの掲載やフェイスブ
ックを日常的に更新し、聴覚障害者に対
する必要な情報の提供を実施した。 
　聴覚障害者に向けたパンフレット、セ
ンターだより等をセンター内での掲示
や配布を行い、生活面や社会参加に関す
る情報を提供した。 
　パソコン講習会や生活訓練等、聴覚障
害者向けのイベントを実施するほか、意
思疎通支援者の養成事業及び派遣事業
の実施により、聴覚障害者の社会参加を
促進した。 
　聴覚障害者や家族への相談対応につ
いて対応するとともに、定期的に専門家
による相談日を設け実施している。 
　字幕(映像編集)研修会を実施し、字
幕、手話付き録画物の製作に関わるボラ
ンティアの養成に計画的に取り組んで
いる。 
 
　字幕、手話付き録画物の製作及び貸出
し、会議室・研修室の貸室、聴覚障害者
に情報を伝達するための機器の貸出し
等により、県民サービスの向上を図って
いる。 
 
　関係団体、障害者団体及び県民に対し
て、研修、交流、相談等に施設を利用す
るよう広報を行った。 
 
　定期的に施設の安全点検を実施し、問
題個所については早期に対応している。

施設の設置目的に沿った業務を事業計
画に基づき、適切に実施している。 
 

 
 
 
 
　冬期に暖房設備が使えなかったことで、
「センター祭り」などのイベント開催を見
送った経緯があり、入場者数が目標値を下
回っている。 
そのため、意思疎通支援者の養成や、聴

覚障害者への相談対応、生活訓練等の実施
について、広報などにより、さらに周知を
行い、利用者及び支援者の増加に努める必
要がある。 
 
 
 
 
施設機能や設備を生かし、県民サービス 

の向上に取り組んでいる。 
　　 
 
 
 
各種イベント等を開催し、県民に周知し

ているが、入場者数が減少していることか
ら、さらなる利用促進を図る必要がある。 
 
適切に施設の維持管理が図られている。

 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎

○組織体制の見 
直し 

 
 
○効率的な業務 
運営 

 
○収支の適正

月例会議で業務量や業務進捗状況を
県職員と共有し、随時見直しを行ってい
る。 
 
　センター職員を効率的に配置し、適切
な施設運営に努めている。 
 
新たに費用が発生する場合は、他に安価
な購入方法がないか検討し、日々の節
約・節制に努めている。

施設の効率的な運営に努めており、事業
計画・収支予算に沿った運営がなされてい
る。

 

総　括

聴覚障害者の社会参加と自立した生
活が可能となるよう、必要なサービスと
機会の提供に努めるとともに、施設及び
業務の品質向上に取り組んだ。 
 
　工事により利用者の減少が想定され
ていたが、引き続き、会議等で積極的に
利用するよう働きかけを行う。 
 
　毎月会議を実施することで、職員同士
の連携や情報共有を図り、事業計画に沿
った業務の遂行に努めた。

今後も適宜、業務内容を見直し、聴覚障
害者の社会参加の促進や利用者増に取り
組む必要がある。 
 
 
　事業計画に基づき、適切に施設の管理運
営が行われているが、入場者の増加に向け
たさらなる利用促進を図る必要がある。 
 
　職員同士の連携や共有を図り、引き続
き、一体となって利用者の増加に努めてい
く必要がある。



８　今後の方向性（課題と対応） 
 項目 指定管理者 県

 

短期的な対応 

(令和７年度)

聴覚障害者の情報保障を充実させる
ため、手話通訳者の養成研修、字幕(動画
編集)研修、IT 活用の研究、IT 機器の
利用研修会等を継続して行う。 
 
　聴覚障害者への理解と関心を深める
ために、12 月に「センター祭り」等のイ
ベントを行い、利用者の増加に努めてい
く。 

 
　災害時のコミュニケーション手段と
して活用可能である、広島県派遣ネット
ワーク事業や電話リレーサービスを実
施し、聴覚障害者の災害時の支援に努め
る。

聴覚障害者のバリアフリーが推進され
るよう、定期的に情報共有と事業進捗管理
を行う。 
 
 
　研修・講習・イベントの開催等について、
県も連携して、積極的な広報活動等に取り
組む。 

 
 
　災害時等の遠隔手話通訳や電話リレー
サービスについて、県においても積極的な
周知に取り組むとともに、災害時の支援に
ついても連携して取り組む。

 

中期的な対応

意思疎通支援者や字幕制作ボランテ
ィア等の人材養成を図るとともに、IT
の活用により、聴覚障害者のバリアフリ
ーの推進を図る。 
 
　手話言語の国際デーや障害者週間な
どを活用して、聴覚障害者への理解と関
心を深めるための県民向け啓発活動に
取り組む。 
 

災害時等における聴覚障害者のコミ
ュニケーション手段を確保し、意思疎通
支援体制の強化を図る。 
　また、能登半島地震を踏まえて、災害
が発生した際の聴覚障害者への安否確
認や災害時に必要な情報提供を検討す
る必要がある。

人材養成や IT 活用について、事業計画
に沿って計画的に推進されるよう、進捗状
況等を管理する。 
 
 
　聴覚障害者を含め、障害者の特性や意思
疎通手段に対する県民の理解を深めるた
め、情報コミュニケーション条例（仮称）
や手話言語条例（仮称）を検討・制定し、
関係団体と連携し必要な啓発に取り組む。 
 
　災害時等における聴覚障害者のコミュ
ニケーション手段確保のための体制につ
いて、継続的に検討する。


